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令和６年第５回永平寺町議会定例会議事日程 

（１１日目） 

                          令和６年９月１２日（木） 

                          午前 ９時００分 開 議 

 

１ 議事日程 

  第 １ 議案第６３号 令和６年度永平寺町一般会計補正予算について 

  第 ２ 議案第６４号 令和６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算に 

             ついて 

  第 ３ 議案第６５号 令和６年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計補正予算 

             について 

  第 ４ 議案第６６号 令和６年度永平寺町土地開発事業特別会計補正予算につ 

             いて 

  第 ５ 議案第６７号 永平寺町税条例の一部を改正する条例の制定について 

  第 ６ 議案第６８号 永平寺町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正 

             する条例の制定について 

  第 ７ 議案第６９号 永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 

             について 

  第 ８ 議案第７０号 永平寺町公園条例の一部を改正する条例の制定について 

  第 ９ 議案第７１号 永平寺町立在宅訪問診療所基金条例の制定について 

  第１０ 議案第７２号 永平寺町永平寺農家高齢者創作館条例を廃止する条例の 

             制定について 

 

２ 会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１３名） 

    １番  酒 井 圭 治 君 

    ２番  長 岡 千惠子 君 

    ３番  川 崎 直 文 君 

    ５番  清 水 紀 人 君 

    ６番  金 元 直 栄 君 
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    ７番  森 山   充 君 

    ８番  清 水 憲 一 君 

    ９番  滝 波 登喜男 君 

   １０番  齋 藤 則 男 君 

   １１番  上 田   誠 君 

   １２番  松 川 正 樹 君 

   １３番  楠   圭 介 君 

   １４番  中 村 勘太郎 君 

 

４ 欠席議員（１名） 

    ４番  朝 井 征一郎 君 

 

５ 永平寺町議会に説明のため出席した者の職氏名 

   町 長   河 合 永 充 君 

   副 町 長   北 川 善 一 君 

   教 育 長   竹 内 康 高 君 

   消 防 長   宮 川 昌 士 君 

   総 務 課 長   多 田 和 憲 君 

   財 政 課 長   原   武 史 君 

   契 約 管 財 課 長   朝 日 清 智 君 

   総 合 政 策 課 長   清 水 智 昭 君 

   え い 住 支 援 課 長   深 水 正 康 君 

   建 設 課 長   竹 澤 隆 一 君 

   農 林 課 長   島 田 通 正 君 

   防 災 安 全 課 長   吉 田   仁 君 

   商 工 観 光 課 長   江 守 直 美 君 

   上 下 水 道 課 長   勝 見 博 貴 君 

   福 祉 保 健 課 長   高 嶋   晃 君 

   住 民 税 務 課 長   吉 川 貞 夫 君 

   学 校 教 育 課 長   山 口 健 二 君 

   生 涯 学 習 課 長   吉 田 正 幸 君 

   子 育 て 支 援 課 長   池 端 時 枝 君 
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   会 計 課 長   波多野 清 志 君 

 

６ 会議のために出席した事務局職員 

   議 会 事 務 局 長   清 水 和 仁 君 

   書 記   酒 井 春 美 君 
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

（午前 ９時００分 開議） 

～開 会 挨 拶～ 

○議長（酒井圭治君） 各議員におかれましては、お忙しいところをご参集いただき

まして、ここに１１日目の議事が開催できますことを、心から厚く御礼を申し上

げます。 

   今定例会は、クールビズ期間に伴い、議会開催中の服装をノーネクタイで臨ん

でおりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

   本日の会議事件の説明者として、町長、副町長、教育長、消防長並びに各課長

の出席を求めてあります。 

   ただいまの出席議員は１３名で定足数に達しております。 

   これより本日の会議を開きます。 

   議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

   議案の審議につきましては、第１審議、第２審議、第３審議の順で審議を行い

ます。 

   なお、質疑につきましては、会議規則第５５条の規定に基づき遵守していただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

   それでは議事に入ります。 

～日程第１ 議案第６３号 令和６年度永平寺町一般会計補正予算について～ 

○議長（酒井圭治君） 日程第１、議案第６３号、令和６年度永平寺町一般会計補正

予算について、を議題といたします。 

   これより第１審議を行います。 

   資料は議案書をご用意ください。 

   補足説明を求めます。 

   財政課長。 

○財政課長（原 武史君） それでは、議案第６３号、一般会計補正予算について、

補足説明いたします。 

   歳出からご説明させていただきます。 

   議案書の１２９ページをお願いいたします。 

   上段の款２総務費、項１総務管理費では目１一般管理費におきまして、委託料

では、デマンド型乗り合いタクシー運行業務委託料５４０万６，０００円を計上
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したほか、ふるさと納税マッチング支援業務委託料２２万円を計上しております。 

   目５企画費では、企業立地促進事業助成金としまして１，０９１万２，０００

円を計上しております。 

   下段の款３民生費、項１社会福祉費、目６老人福祉施設費におきましては、松

岡福祉総合センターの電話設備改修工事１９０万３，０００円を計上しておりま

す。 

   １３０ページをお願いいたします。 

   款３民生費、項２児童福祉費、目３児童措置費では、児童手当の支給拡充に伴

う扶助費４，４４０万円を計上しております。 

   目４児童福祉施設費では、委託料に保育士の派遣業務委託料３６３万３，００

０円を計上しております。それに併せまして報償手当等は減額しております。 

   また、備品購入費では、町立幼稚園７園でのパーテーション購入費７０万円を

計上したほか、補助金としましては私立認定こども園６４万７，０００円を計上

しております。 

   下段の款４衛生費、項１保健衛生費、目２予防費では、新型コロナワクチンの

定期予防接種に係る費用としまして、役務費手数料に１５６万５，０００円を計

上したほか、委託料に４，０７８万２，０００円を計上しております。 

   次に、１３１ページをお願いします。 

   上段の款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費におきまして、中山間

農業集落支援事業補助金３１５万１，０００円を計上しております。 

   目４農地費では、県補助の追加に伴い土地改良事業の工事請負費１，２４０万

円及び土地改良事業補助金２０万円を計上しております。 

   目５農村施設費におきましては、松岡多目的集会センターの雨樋改修工事費６

３万１，０００円を計上しております。 

   中段、款６農林水産業費、項２林業費、目２林業振興費におきまして、山際森

林整備事業補助金３１７万５，０００円を計上しております。 

   目３林道費では、委託料に松岡小学校校庭南側ののり面の測量設計業務６３０

万３，０００円を計上したほか、林道維持管理事業補助金２３１万１，０００円

を計上しております。 

   下段の款７商工費、項１商工費、目３観光費では、福井県広域ウェルネス推進

協議会が実施する事業への負担金５０万円を計上しております。 

   １３２ページをお願いいたします。 
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   上から２段目の款８土木費、項４都市計画費、目２公園費におきまして、公園

遊具の修繕料１４３万９，０００円を計上しております。 

   下から２段目、款９消防費、項１消防費、目２非常備消防費におきまして、消

防団員の装飾品として携帯用投光器の購入費５２万８，０００円を計上しており

ます。 

   目３消防施設費では、提供を受ける消防車両の登録等に係る経費を計上するも

のです。スタッドレスタイヤ等の消耗品費として９万２，０００円、車両登録手

数料など役務費が１２万６，０００円、自動車重量税７，０００円を計上してお

ります。 

   一番下の款１０教育費、項１教育総務費、目２事務局費におきましては、各中

学校の北信越大会等への出場に伴う補助金として２８万５，０００円を計上して

おります。 

   １３３ページをお願いします。 

   一番上の款１０教育費、項２小学校費、目１学校管理費におきまして、志比小

学校の施設利活用に伴い、電気料４９万９，０００円、電話料６万１，０００円

を計上しております。 

   上から３段目の款１０教育費、項４幼稚園費、目１幼稚園費におきまして、町

立幼稚園でのパーテーション購入費１０万円を計上しております。 

   一番下の款１５災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費、目３林道災害復旧

費におきまして、災害復旧工事の現地精査の結果を受け、補助対象外となる工事

請負費９９２万２，０００円を計上しております。 

   続きまして、歳入の主なものをご説明いたしますので、１２６ページにお戻り

ください。 

   上段、款１５国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金３，４６４

万３，０００円につきましては、児童手当支給拡充に係る国庫負担金であり、シ

ステム改修費の財源として４６２万３，０００円、児童手当本体の財源として３，

００２万円を充当いたします。 

   その下、款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金１１７万

７，０００円につきましては、国の交付決定がありましたので戸籍の振り仮名通

知に係るシステム改修の財源として計上しております。 

   目２民生費、国庫補助金４５万円につきましては、幼稚園等における性被害防

止対策の財源として計上しております。 
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   下から２段目、款１６県支出金、項１県負担金、目２民生費県負担金では、児

童手当支給拡充に係る県負担金７１９万円を計上しております。 

   一番下の款１６県支出金、項２県補助金、目１総務費県補助金では、デマンド

型交通促進事業の財源として２７６万９，０００円を計上しております。 

   目２民生費県補助金２８万６，０００円は、私立認定こども園への支援補助金

の財源として計上するものです。 

   目５の農林水産業県補助金では、県単土地改良事業の財源として６２０万円を、

また中山間営農継続支援事業の財源として２５２万１，０００円を計上しており

ます。 

   目９教育費県補助金及び、１２７ページ上段になりますが、款１６県支出金、

項３県委託金、目５教育費県委託金につきましては、部活動の外部指導者の配置

について県による２分の１の補助制度から県との委託契約に変更となりましたの

で教育費県補助金４５万８，０００円を減額し、教育費県委託金９１万６，００

０円を計上するものです。 

   １２７ページの下から２段目をお願いいたします。 

   款１９繰入金、項２基金繰入金、目４まちづくり基金繰入金４，５１１万６，

０００円につきましては、土地開発事業特別会計の貸付金の原資として、まちづ

くり基金からの繰入れを行うものでございます。 

   目１１森林環境譲与税基金繰入金５４８万６，０００円につきましては、地域

が実施します森林及び林道の維持管理事業の補助の財源として森林環境譲与税基

金からの繰入れを行うものでございます。 

   １２８ページをお願いいたします。 

   款２１諸収入、項４雑入、目１雑入では、新型コロナワクチンの定期接種の財

源として２，８７０万９，０００円を計上しております。助成金を管理する団体

からの受入れとなるため雑入での計上となっております。 

   以上、議案第６３号の補足説明とさせていただきます。 

   よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（酒井圭治君） それでは、予算説明資料に基づき、款ごとに審議を行います。

資料は８月２６日全員協議会資料の２９ページから、令和６年度９月補正予算説

明書をご用意ください。 

   担当課の補足説明を求めます。 

   それでは、総務課関係９月補正予算説明書３４ページを行います。 
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   補足説明を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長（多田和憲君） 特に補足ございません。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 今回、ふるさと納税事業で２２万円増加しているのですが、

９月補正ということで６月にはこの部分の補正はなかったと思うのですけれども、

当初の予算の中で、特にここの金融機関へのマッチング委託予定はなかったと思

います。この事業について、少し説明を加えていただいて、そして幾つのどうい

う金融機関にこの寄附金を納めているのか、ご説明いただけたらと思います。 

○議長（酒井圭治君） 総務課長。 

○総務課長（多田和憲君） 福井銀行さんと福邦銀行さんと、それとこのマッチング

をやっている福井キャピタル＆コンサルティングというところと契約をしており

ます。こういう企業版ふるさと納税をしていただけるという意思のある企業さん

を見つけていただく事と。そして成立した段階で補正予算に上げていく仕組みを

取っております。 

○議長（酒井圭治君） 滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ということは、補正予算で上がってきて、実績によって委

託料とかいうのをやると。このキャピタル＆コンサルティングっていうところ、

福井銀行、福邦銀行ということでありますが、具体的に２２万円がこの３社に分

けられているということでしょうか。具体的な数値も含めてご説明いただきたい。 

○議長（酒井圭治君） 総務課長。 

○総務課長（多田和憲君） 今回は契約がある中で、福井銀行さんとキャピタルさん

と三者の契約書に基づいた寄附が成立したということで、福邦銀行さんが今回は

場外といいますか、入っていないですけれども。契約書の中で寄附額の２割とそ

の消費税分を成功報酬的な感じで、福井銀行とキャピタルさんの２社にお支払い

するというような仕組みでございます。 

○議長（酒井圭治君） 滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） この成功報酬的に２割を支出するということでありますが、

この銀行とキャピタルさんとの按分というのはどういうことになっているのかと

いうことと、具体的に企業版ですからどこかの企業にふるさと納税するというこ



 

－１９１－ 

とだろうと思うのですけれども、違うのですか。その辺、教えていただけたら。 

○議長（酒井圭治君） 総務課長。 

○総務課長（多田和憲君） 契約は３社ということですけれども、キャピタルさんと

いうのは福井銀行系列の会社でございます。実質２社のような、契約上は３社と

いうような契約でございます。 

   それと、その後のところが聞こえませんでしたので、もう一度お願いできます

でしょうか。 

○議長（酒井圭治君） 滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ごめんなさい。企業版ふるさと納税ですから、どこかの企

業と企業、個人か分かりませんけどマッチングさせるわけですよね。企業と企業

とが。その内容を少しお願いしたい。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 分かりやすく言いますと、永平寺町では企業版ふるさと納税、

例えばカヤックとか門前の開発とか、あとブルーサンダーとかそういった項目で

なくても、企業の方に永平寺町にこういうことで使ってほしいっていうのをいろ

いろ町側から提案をします。その中で、企業の方が直接来られる場合にこれは発

生しないのですが、うちが契約している金融機関の方が積極的に永平寺町ではこ

ういうことを求めていますので、企業版ふるさと納税しませんかという営業をか

けていただいていて、今回のこれはカヤックに１００万円寄附をしてくれた企業

があったのですが、ここは福井銀行の子会社キャピタル＆コンサルティングがそ

の間に入って進めてくれた。こういう成功報酬が発生するということで、１００

万円企業版ふるさと納税を頂いて、今回２２万円消費税込で、これを支出させて

いただくという仕組みになっています。よろしいでしょうか。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   なければ、次に、総合政策課関係、説明書になります。３４ページから３５ペ

ージを行います。 

   補足説明を求めます。 

   総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 
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   ７番、森山君。 

○７番（森山 充君） ３４ページの右側、これ試験走行をまた３か月ほどやるとい

うお話ですけど、例えば季節要因を拾うときには、多分通年でやらないと、冬は

混むとか夏は混むとか、そういったものを拾う必要はないのかということを聞き

たいのですが。 

○議長（酒井圭治君） 総務政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 季節的なところもあるかもしれませんが、一応今は

３か月を予定しております。その中で、やはり日常で普通に皆さん乗っていただ

きますので、その中でどういう状況かというのを判断させていただきたいと思っ

ております。 

○議長（酒井圭治君） １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） それでは、私のほうから質問をお願いしたいと思います。 

   まず３か月間で５００万円ということで、この５００万は積み上げ予算で出て

きたという発想だろうと思います。それから現運行との費用の企画的なもの、そ

れからこれは試行ですが、前のときもそうでした。試行やったら実施するのと同

じだよっていう前のときも言った形ですね。そうすると次年度から発生すると思

いますが、その経費的なものが１点と、既存のところとの違いというのですか、

費用的な違いとか、あといろんな運行面での違いとかあったらお知らせいただき

たいと思います。 

○議長（酒井圭治君） 総務政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） まず費用につきましては、積み上げしております。

この中には、委託するときにオペレーターの方もここに入れてございますので、

運行とオペレーターの費用が入って見積りを出していただいております。車両も

その事業者さんのお借りするという形の運行で、見積りをいただいています。 

   あと違いにつきましては、今私どものデマンド交通というところでは、近助タ

クシーという制度をさせていただいております。近助タクシーでは、ドライバー

さんに今すごくご尽力をいただいて、いい制度でやっていただいていますのでド

ライバーの皆様にもお礼を申し上げたいと思っております。そこの違いとしまし

ては、まずは近助タクシーにつきましては、地域の住民の方に運行していただい

て、役場の会計年度任用職員として役場の車をお使いいただいて今運行している

形になります。 

   今回のデマンドタクシーにつきましては、先ほども申しましたとおり、オペレ
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ーターも含めて委託をしまして、事業者の方に運行をしていただくという形にな

ります。もう一つ費用のことにつきましては、今後試走をさせていただく予定を

しております。今の予定ですと運輸局の申請もございますので、来年の６月以降

に本格運行になるかなと思っておりますので、それまでにまた見積りをいただき

まして、その中で事業費についても議会のほうに相談してまいりたいなと思って

おります。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今回予算を積み上げてやらせていただいて走らせていただか

ないと、例えば、想定よりも多く乗られるのか、想定よりも少ないのか。もう一

つ、今回この時点で今課題になっているのが、運転手さんがいないということで

す。その運転手さんを来年、再来年に向けて確保できるのか、こういうことと、

実験の中でどれぐらいのルートがいいのかというのと、あと料金についても、タ

クシーになりますのでどれぐらいの料金をいただかなければいけないのか、それ

とあともう一つは、今までコミュニティバスをやっていた部分を取りやめてこち

らに予算的にもかけていきます。ただ、サービス的にも充実になってきますので、

そういった点でも予算的には上がってくる。そういったのを全てこの３か月であ

る程度精査をさせていただいて、本番に向けてより精度の高い設計といいますか、

そういったものをしっかりやっていくということですので、何分この近助タクシ

ーとかでノウハウはあるのですが、ここの部分はやっぱり走らせてみないと分か

らないところもありますので、今回試走という形で上志比・御陵エリアでやらせ

ていただきますのでよろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 私もこれ大変難しいし、結局試走の段階でも実際に動かし

たときとまた若干違いが出てくるのでないかと私は思っています。 

   それと、試走のときに、現在走っているコミュニティバスとの関連、例えばコ

ミュニティバスを減便するとして。そこらも含めて実際こうなってくると使い方

もだいぶ変わってくると思いますね。そんなところで違いが出てくると思うので。 

   だから結局、今先ほど言ったようにコミュニティバスを減便するかしないか、

これ実際に今度運行したときには減便していく形になってと思います。先ほどの

１回目の答弁によると。そうなってくると、試走段階での運用の仕方と実際のと

ころ運用の仕方が違ってくると思いますね。お客さんの利用度っていうのは。先

ほど質問あったように冬場、夏場によって若干違いがあるけれども、それはそれ
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として、要は運行にかかる費用っていうのは大体一定料金かかってくると思いま

すので、そこらあたりの整合性みたいなものとか、今後のそのランニングコスト

も含めてね、考えていただきたいと思います。それが１点目。 

   ２点目は、今の近助タクシーのドライバーのところ。私も今関わっていますが、

現在の年齢層があります。その年齢層が下の層になったときにちょっと困難さが

出てくるということになれば、こういう移行ができるのかどうかというところの

考えも出てくると思うので、そこらあたりは、実際動かしてみないと。それから

ランニングしていかないと社会情勢が変わってきますから、一概にそれとは言え

ませんが、そこらあたりの見通しも含めて若干いただければ助かります。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） コミュニティバスと近助タクシーの兼ね合い。３か月は同時

に走らせます。いろんな中で、空気しか乗っていないとかいろいろあるのですが、

その区間で乗っていなくても、必要な人もいます。そういう方々がうまくこのオ

ンデマンドタクシーに移管できるかどうかとか、あと、実際走らせるときに、さ

っきちょっと人手不足の話もしましたが、南は京福バスが走っています。北は通

勤通学の時間はコミュニティバスを今でも走らせています。ここには、多くの方

が乗る時間帯はバスで、乗らないときにはちょっと柔軟性があるものというので、

そこをやっぱりしっかり研究をして見ていって本番を迎えていきたいなと思いま

す。 

   コミュニティバスもオンデマンドタクシーも、同時に走らせる、それはやっぱ

り財政的にもいかがなものかということもありますので、そこはしっかり見極め

て決めていきたいと思うのと、あと近助タクシーとオンデマンドタクシーの違い

は、近助タクシーはドア・ツー・ドアです。それと料金も高いですし、地元の皆

さんの協力も得て、玄関から玄関までですが、オンデマンドタクシーの場合は、

集合場所を決めて、そこに来ていただいて、そこから決まった目的地へ行くとい

うのが、オンデマンドタクシーと近助タクシーの違い。ここはやっぱりしっかり

と地域の皆さんもあれだし、料金も高くなると思いますのでそういった差別化を

していかないと、せっかくここまで盛り上がって、福祉、見守りの意味も兼ねて

いただいているこの近助タクシー、そうだったらこっちに切り替えて、運転する

のとかという事にはならないように差別化というか、そこを私たちも考えていき

たいと思います。 

   近助タクシードライバーされている議員の皆さんもいらっしゃいまして、皆さ
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んはじめ、いろんな方々からやっぱり意見を聞きながら進めていきたいと思って

おりますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（酒井圭治君） １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 町長もご説明いただいたのもごもっともだと思います。近

助タクシーはやっぱりドア・ツー・ドアで、先ほどのオンデマンドタクシーとは

間違いがありますね。 

   私ども、近助タクシーで非常に喜ばれているのは、やはりドア・ツー・ドアで

すよね。例えば、ちょっと考え方が間違ったらごめんなさいですが、オンデマン

ドタクシーで運行しましたっていうことはそういう動きになります。しかし、や

はり近助タクシーのドア・ツー・ドアとの違いが出てくると、どうしてもそこら

あたりでドア・ツー・ドアを求める形が出てくると私は思いますね。そうしたと

きに、今のかかる費用のところで違いが出てくると。そこらあたりはどう整合性

を取るかというのをやはり考えていかないと、地域住民の方の不公平感であると

かいろんな形が出てきますので、そこらあたりの精査をやっていただいて、運行

上気をつけていただければと思います。 

   これはちょっと取り越し苦労かもしれませんが、確実にそのようになっていく

と思いますので、そこらあたりをぜひご配慮いただければと思います。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） やっぱり流れ的にいいますとドア・ツー・ドアを求めてくる

っていうのはそういう流れもあります。ただ永平寺町は近助タクシーを地域の皆

さんでやっていただいているので、オンデマンドタクシーも最初からドア・ツ

ー・ドアでやりますよといいますと、恐らく近助タクシー皆さんも、先ほどおっ

しゃられたように、もうドライバーの皆さんもちょっと高齢になってきて、もう

全部一気に切り替えたらという意見が出てくる可能性もあると思いますので、そ

れはそれでまたしっかりと受け止めていかなければいけないのですが、まずはや

っぱり永平寺町は近助タクシーで、そしてこれも本当に地域の皆さんの熱い思い

で運行していただいていますので、まずそこの違いをつくっていく。ただ頭から

もう駄目だというのではなしに、しっかり説明とかニーズはどう答えられるか、

ひょっとしたら、ドア・ツー・ドアになって、じゃあ近助タクシーを継続してい

くためにはどういうことをしたらいいかとか、これからやっていく中では出てく

る課題だと思っていますので、そこは真摯に向き合って対応していかなければい

けないなと思いますので、よろしくお願いします。おっしゃるとおりだと思いま
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す。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 本町の冬の足を確保するということで、特に周辺自治体が抱

える悩みがね、いろんな形で具体的に出ているのは、永平寺町でないかなと思い

ます。えち鉄があり、定期バスがあり、路線バスがあり、そしてコミュニティバ

スがあり、近助タクシーがあり、今度はこれということで、見ていると本当に苦

労が分かると思います。これから先は、これから長いですから地域の足をどう確

保するかということで、これ見ていると、行政としても、タクシー会社とどれだ

け関わって運営していく時代になるという、一つの表れなのかなって見ています。

それがより集合された形で、決まった場所に集まって、行き来するということに

なるのかなと思いますけど。 

   町長は、さっき言われたように近助タクシーと差別化とはいうものの、こうい

うことが一つのしっかりしたものになってくると、そういう方向へやっぱり流れ

ていくっていうこともあり得ると思うので、その辺はやっぱり十分大変だと思う

のですがなかなか運転手の確保は難しい。そこをどうするかってことでもっと注

力していく。 

   近助タクシーではなかなか担えない時代も来る可能性もあるので、その辺をど

う考えているのかだけ言っていただくとありがたい。要するに、町民への期待で

すねやっぱりこういうときには、発信をどんどんしていく必要があると思うので、

その辺をお願いしたいと思います。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 上田さんの答弁とよく似た答弁になると思いますが、本当に

どう確保していくかって事がやっぱり大事ですので、近助タクシーももう５年ぐ

らいやってきて、本当に地域の皆さんもドライバーの人も誇りを持ってやってい

ただいていますし、地域の皆さんもやっぱ乗るのが楽しみでいろいろなところへ

行く企画して、よく地域包括ケアシステム地域で、地域を支えあいましょうの一

つは、この近助タクシーが一つモデルになっているのかなって思っています。た

だ、上田議員がおっしゃられたとおりドライバーの皆さんもちょっと高齢化にな

られて、また次の担い手がいるかどうかっていうのも今一つの大きな課題になっ

ているのも今町としても認識をしております。 

   一方、この近助タクシーが全てのエリアで落とし込めるかっていうとやっぱり
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家が多い、人口が多いところではちょっとなかなか厳しいっていうのも出ていま

して、その中で上志比、今回はちょっと入っていませんが、永平寺町中地区、松

岡の中と御陵地区ここを今どうするかっていうのが課題で、近助タクシーやりま

せんかって地区によっては声をかけさせていただいたところもあったのですが、

なかなかできないっていうのもありまして、今回コミュニティバスもなかなかそ

の周回よりも目的のオンデマンドタクシーの方が、利便性を増すだろうというこ

とで今回これをさせていただいております。今おっしゃられたとおり、ドア・ツ

ー・ドアにオンデマンドもなっていったときに、これまで頑張ってきていただい

た近助タクシーの皆さんと、どう整合性を持って変えていくかっていうときが来

るのかどうか、そこもしっかり想定しながら、頭に置きながら進めなければいけ

ないと思うのですが、まずは今回のこの実証実験は、集まっていただいて目的地

へ行くっていうところから始めていただいて、そこからちょっとニーズを探らせ

ていただいて、またひょっとしたら新しいやり方が、永平寺町独自のオリジナリ

ティのやり方が出てくるかもしれませんので、そこはやっぱりしっかり柔軟にや

っていきたいなと思いますので。逆にいろいろなのがありますので、それの整合

性を取るのが結構大事かなと思っております。 

○議長（酒井圭治君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） いつも大きな課題になっていたのですが、例えば、オンデマ

ンドになった場合、この地域から町外に買物に行ったりする場合についてどう扱

うかってことも課題の一つだと思いますね。それらについてはやっぱり、こうい

う機会にどうなるのか。ほかのやつについては知っていますので、これについて

どうなのかだけお願いします。 

○議長（酒井圭治君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） 今のところは、近助タクシーと同じように町内だけ

の運行と考えております。 

   以上です。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これもなぜかといいますと、遠いところに行っていると、違

う方が求めるときに帰ってくるのに時間がかかって、次に行くときに限られた数

の車になりますので、そういった点でも町内っていうのをやっぱり一つの縛りに

なるのかなと思っております。 

○議長（酒井圭治君） ９番、滝波君。 
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○９番（滝波登喜男君） 今回デマンド型乗り合いタクシーということで、御陵地区、

上志比地区に各地区１台ずつの運行をするという説明をいただいております。当

然来年度実施に向けての試行ということでありますが、まず試行期間３か月の間

に、どういう点を試行の中で把握をしていくのか。先ほど町長からも少しお話を

いただいたのですが、原課の中で、この試行期間の中で、どのように調査をして

いくのかという、どのような点を調査するのかということを一つお聞きしたいと

思います。 

   ２つ目に、運行業者委託料５４０万６，０００円、３か月間の費用だろうと思

いますけれども、先ほど積み上げということで、オペレーター及び運行車両を運

転手も含めてということですが、もう少しその内訳を金額として教えていただけ

たらと思います。 

   ３つ目に、説明書の中では、自宅から町内の拠点、施設にと表現をされており

ます。この町内の拠点施設というのは、どこかの公共施設っていう位置づけをし

ているのか、それとも誰さんの家の近くというようなことになるのか分かりませ

んけども、その拠点施設など具体的にどういうところなのかということ。 

   ４つ目に、これ登録制ということであります。多分近助タクシーの実績も踏ま

えて分かってくるのだろうと思いますけれども、どれだけの事前登録があって、

そしてどれだけの利用があるならば、この事業が成り立つかというラインってい

うものは設定されているのでしょうか。 

○議長（酒井圭治君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（清水智昭君） すみません、順番が変わるかもしれません。 

   １つが、３か月間の費用の内訳ですけども、資料を持ち合わせていないので、

また後日でもお伝えさせていただきたいと思います。 

   それと、３番目の町内の拠点はどういう想定しているかというところでは、今

のところ公共施設と、例えば病院や、あとは買物ができるところスーパーとか。

近助タクシーでもそういうところが多く、駅などそういうところが多くなってお

ります。それも参考にさせていただいて、事前に町内のほうに説明に入りますの

で、そういうところでもご意見を聞きながらやりたいと思っております。 

   それと、事前登録があったときの利用で、例えばどの程度だったらいいかって

いうところですけども、今コミュニティバスが日常走っております。登録につい

ては、こちらのほうも一生懸命またＰＲもさせていただこうと思いますけども、

コミュニティバスの利用状況もございますので、それも一つの基準となるかなと
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考えております。 

   あと、どの点を調査していくかというところにつきましては、今近隣の状況も

お聞きしております。例えば町内にどれだけの乗り場が必要だろうかとか、先ほ

ど申しましたように、行き先のニーズってどういうものがあるのだろうかとか、

そういうところも含めて、今のところはどのような形で地域にとっていい足にな

るかっていうところを調査してまいりたいと思っております。 

○議長（酒井圭治君） 副町長。 

○副町長（北川善一君） 先ほど３か月間の運行の積み上げですけども、費用の内訳

です。２台のジャンボタクシーを３か月間運行するに当たりまして、２台分の人

件費とか、燃料代、修繕点検保管費、あとは自動車税、重量税、保険、あと予約

配車の業務が要りますので、その分の２台分の内訳ということで、５４０万円ほ

どの積み上げをしております。 

○議長（酒井圭治君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 今の費用のことですけど、多分ある程度業者と話し合いな

がら、行政のほうで積み上げをされたのだろうと思いますけども、当然この車２

台と運転手、オペレーターを確保するということは、ある程度の人件費も必要で

すし、当然これだけで賄えることはできないと思いますから、業者も当然その残

りの分は、残りの部分と言い方変ですけれども、要は、車２台と運転手等々の事

業にかかる費用については、町からの委託と、あと個人からの運行料金をもって

やるのだろうと思いますけれども、そうなりますと、例えばそれを１年間やろう

と思うと、どれだけ利用をすれば業者としてこの事業が成り立つかどうかという

ことになるのだろうと思いますし、裏を返せばこれだけの利用ならば町からもう

少し負担を求めてくるのではないかなと思いますし。要はその辺もこの３か月で

見ていくということなのか。 

   どういう点を試行の中で見つけていくかということを聞いたのはそこなのです

けれども、幾つかの項目があってそれに対してどう調査をするために、業者から

聞くのか利用者から聞くのか、聞くならどのようにアンケートをするのか、ある

いは会合で協議をしながら業者の意見を聞くのかっていう。要は、試行３か月の

間にどのようなことを調査して、その調査の方法をどのようにするのかっていう

のを担当課に求めているわけですが、そこら辺を少し具体的に述べていただけた

らなと思います。 

○議長（酒井圭治君） 総務政策課長。 
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○総合政策課長（清水智昭君） 今ほどの委託につきましては、住民の方が乗られた

お金については町のほうにお金が入るようにしたいと思っております。委託料っ

ていう形ですので事業者が例えば赤字を出してまで委託は受けないと思っており

ますので、かかる費用については委託として町としても出していきたいと思って

おります。 

   乗る人数につきましては、やはり地域の方に乗っていただくのがこの事業の目

的でもあります。ＰＲをさせていただいて住民説明会もちょっと入らせていただ

くので、その中で、思いがあるのかもお聞きしながら進めてまいりたいと思って

おります。 

   以上です。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 分からんでもないですけれども。要は、事業ですからよく

町長が言われる費用対効果というところがありますけれども、要はどの辺まで利

用があったら、この事業がオーケーかっていうことだろうと思います。先ほどバ

スの話出ました。一部空気を運んでいるのでないかというご意見もいただいてい

るという率直な実態ですけれども。要は、それに代わるこれですから、これにつ

いてはコミバスとは違いますよと、これだけの利用があってというようなことを、

事業を進めていく中で効果はどれだけのラインかっていうのは、ぜひ持っていた

だきたいと思います。それが３か月の間でそれを少し実績として出すのか、いや

３か月で足らないのでということなのか、当然、近助タクシーやっていますから、

その辺のことはある程度分かるのではないかと思います。実績を踏まえてってい

うところはどのように思っていますかという。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 費用対効果がちょっと難しいのが、都会ですと、町がコミュ

ニティバスとかオンデマンドタクシーをしなくても民間で賄えてしまう。それは

やっぱり収益があるからできるのですが、交通空白地といいますか、こういった

ところは、ある意味民間のニーズがないので行政のほうがしっかり皆さんの足を

確保するために、こういったサービスをやろうということですので、まずご理解

いただきたいのは黒字になることはないと思っております。 

   あと、考え方で、黒字、赤字の話でなしに、地域の皆さんの、例えば買物とか

の生活支援であったり、通院であったり、生活の中で少しでもちょっとサポート
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できないかというのがこういったサービスだと思っておりまして、これ乗り合い

です。これが例えば、３人で乗れば料金掛ける３倍の収入が入ってくるのですが、

１人だけの方が移動してまた戻ってきて、行ってまた戻っていってとやりますと

それについてはやっぱりコストはかかってくる。これ考え方で、先ほどドア・ツ

ー・ドアとかいろいろな便利です。それはすればするほど、やっぱり負担は増え

ていくと思います。今度みんなで集まって乗り合いで行こうとなって、今度はそ

こで利用が少なくなったらやっぱり利用してほしいという、こういったサービス

の思いもあります。 

   恐らくですが、ほかの市町を見てみますと、コミュニティバスよりも、費用負

担はかかってくることになります。やっぱりそこはこれからの運転手不足など、

民間が撤退をしていく中で行政が補う部分になってくるのかなと思って、ただ滝

波議員がおっしゃるとおり何でもかんでも、町の公費でというわけにもいけませ

んので。じゃあ、今までコミュニティバスですと６０歳以上の方は無料だったの

を、オンデマンドタクシーになると幾らいただこうかとか、そういった料金設定

をやっぱりしていくことになると思いますので、例えばコミュニティバスをやっ

ていただいたタクシー会社さんに、このジャンボタクシーを運転してもらうとか、

そういう委託の目的を変えていくようにはなると思いますが、その中でもしっか

り経費の部分と、住民の方の利便性が向上する部分、ここをバランスよく見てい

かないといけないのかなと思っていまして。 

   町としては、もちろん経費をどういうようにというのも大切ですし、あとは利

用者が増えて、これできて便利になったって言っていただけるのも一つの目標に

なりますので、利用者が増えるってことですよね。近助タクシーも費用が片道３

００円、往復６００円で定期券を買っていただいているのですが、コミュニティ

バスから比べても利用者が４倍から５倍に増えた。ただ、町の負担はやっぱり増

えていっているっていうのも現実ですので、そういった視点でもいろいろ見てい

ただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   なければ、次に、住民税務課関係、３５ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   住民税務課長。 

○住民税務課長（吉川貞夫君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いします。 
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○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   なければ、次に、福祉保健課関係、３６ページから３７ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   福祉保健課長。 

○福祉保健課長（高嶋 晃君） それでは、補足説明をさせていただきます。 

   まず３６ページ左側でございます。 

   松岡福祉総合センター事務所内の電話設備を改修する工事でございます。 

   事務所内の電話につきましては昭和６２年、今から３７年前に設置された電話

回線と平成１９年合併後に整備されたインターネット回線を利用した電話回線２

つの回線がございます。双方の回線をつなぐ機能がなくて電話取次ぎに支障を生

じているため、新たに役場専用のインターネット回線を利用した電話回線に整備

したいと考えているところでございます。１９０万３，０００円をお願いすると

ころでございます。 

   ３６ページ右側をお願いします。 

   地域福祉基金積立金の減額でございます。後ほどご説明いたします議案第７１

号町立在宅訪問診療所基金の設置に伴い、当初予算措置分を減額補正するもので

ございます。 

   ３７ページ左側をお願いします。 

   これにつきましては、先ほど財政課長が説明しましたとおり法律改正に伴い新

型コロナワクチン接種が予防接種になりましたので、それに伴う経費を補正した

ものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） ３６ページ左側については、実は来年の当初に予算を持とう

と思っておりました。今改修工事をやっていますのでこれ併せてやったほうがお

得というとあれですけど、予算を落とすことができるということで今回補正予算

に上げさせていただきましたのでよろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 災害時インターネットなんかは使えなくなる。その電話回線
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が使えるかどうかはよく分からないのですが、いわゆる黒電話なんかは、電源が

なくても使えるということで、そういう災害時の対応も含めて考えられているの

でしょうか。特に、いずれにしては拠点の一つになる可能性があるので、その辺

はいかがでしょうか。 

○議長（酒井圭治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（高嶋 晃君） 災害時につきましては、非常用電源設備といいます

か電気自動車を整備しておりまして、それのバッテリーを事務所のほうに供給で

きるという工事を昨年度、防災安全課のほうで整備しております。それによりま

して、数時間は対応可能ということで。そちらのほうでしたいと思っております。 

○議長（酒井圭治君） 防災安全課長。 

○防災安全課長（吉田 仁君） こういった今のＮＴＴの電話回線の問題は、能登の

地震でもありましたけれども、今衛星回線の電話の技術進歩とかそういったこと

で今、だんだんそちらに移っていくような形になっていますので、また町のほう

でもそういったところを情報収集しています。 

   あの台数は持っていますけど、またそれもより新しくなっていくような感じで

ございます。そこに合わせて準備していきたいと思います。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ３７ページの予防接種のところで少しお聞きをしたいと思

います。 

   接種見込み数を対象者の６０％にしておりますが、その根拠を教えていただき

たい。 

   それから、委託料の単価が１万７０６円と１万３，７０６円っていう２つある

のですけれども、その違い。対象者も違うのですけれども、ちょっとその辺の説

明を教えていただきたい。 

   それと、国のワクチン確保事業費がその財源になっているわけですけれども、

接種者が少なかった場合は事業補助としては、また国に返還ということになるの

でしょうか。 

○議長（酒井圭治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（高嶋 晃君） まず接種の割合についてですけれども、これインフ

ルエンザワクチンと同時に併せて実施することになります。昨年度のインフルエ

ンザワクチンが約６０％だったものでそれと同等の率を設定しております。 
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   金額につきましては、１万３，７０６円は生活保護者ということで、生活保護

者につきましては自己負担なしで接種できるということで自己負担３，０００円

ですけど３，０００円分の違いがございます。 

   国からの支援につきましては、１接種当たり８，３００円の助成がございます。

率にして大体５３％程度でございます。これにつきましては実績でしますので、

返還ということは今のところを考えていないと考えております。 

   補助金につきましては、実績に応じて交付金の申請をさせていただきますので、

変化についてはないと考えているところでございます。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 一応私も聞こうと思っていたら、これインフルエンザと一

緒に同時接種っていうことですね。私はインフルエンザとコロナとはね、やっぱ

りちょっと性質が違うので、６０よりも落ちるのでないかという見方をしている

のですが。ここ今お聞きしましたのであれですけど、果たしてその６０っていう

のがどうなのかなと思ったのでお聞きしただけですが。そういう思いがあると思

います。 

   それから、あと個人負担が３，０００円となると、町の持ち出しも出てくると

思うのですが、それがインフルエンザと一緒になるってことは結構個人負担も変

わってくると思うので、そこらあたりのバランスっていうのは、設定したのだろ

うと思うのですけど、もう一度そこの辺りを。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 全協でもお話させていただきました。まずこのパーセントの

設定は、受けていただく方がもし足りないっていうのはちょっとあれですので、

いろんな数字を積み上げてここを設定させていただいたっていうのと、あと、イ

ンフルエンザと、コロナワクチン２類から５類に変わりまして、２類のときはも

う全て国費でやっていただいておりましたが５類になりましたので、今回個人負

担が３，０００円の決定になった。これ永平寺町の医師会が福井市医師会に所属

していてそこのエリアで３，０００円の個人負担をいただこうということです。

これに伴って国の補助、町の補助が入りまして、町の補助で４，３００円、町の

そういう支援も入りますので、この３，０００円というのは妥当なところかなっ

て思いますし、近隣市町も大体こういった形でいくのではないのかなと推察され

ますので、よろしくお願いします。 
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○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   なければ、次に、子育て支援課関係、３７ページから３９ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池端時枝君） それでは、子育て支援課所管分について補足説明

を申し上げます。 

   予算説明書の３８ページ左側をお願いいたします。 

   保育園運営諸経費の負担金補助及び交付金、私立認定こども園支援事業補助金

でございます。 

   性被害防止対策に係る設備等支援補助金７万５，０００円につきましては、保

育所などの施設を対象に、子供のプライバシー保護のためパーテーション設置に

よる設備対策に対し支援をするものでございます。 

   次の、保育の職場づくり総合対策事業補助金の住宅手当４８万円につきまして

は、私立園に勤務する保育士などが宿舎を借り上げている場合、１人当たり月額

４万円を上限とし、賃借料及び共益費に対し補助をするものでございます。 

   また、子育て世帯支援手当９万２，０００円につきましては、私立園に勤務す

る小学３年生までの子を持つ保育士などが、子供の用事で休暇を取る際などに園

のほうでフォロー体制を整備する場合に、必要な経費に対し補助をするものでご

ざいます。 

   以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ７番、森山君。 

○７番（森山 充君） ３８ページの左側の話ですけど、これ応募者がいないから派

遣でという話をしたと思いますが、これ、応募者を増やすための何か工夫ってい

うのはされているのですかね。 

○議長（酒井圭治君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池端時枝君） 工夫といいますか、保育士の知り合いの方に声を

かけて、短期間の勤務でもお願いをして、あとハローワークのほうに掲載をさせ

ていただいております。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ９番、滝波君。 
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○９番（滝波登喜男君） まず保育士派遣委託料ですけれども、２名で６か月３６３

万３，０００円、これに総務課で会計年度任用職員の減額が１人分出ておりま

す。これが３３４万５，０００円ということです。 

   先ほど、上田議員も言われましたが、よく問題になります。派遣した場合の金

額と、募集で求める金額との差が、見ますと単純に２８万８，０００円あるわ

けですが、１人分が減額されて先ほど言いましたとおり３３４万５，０００円、

２人分半年ですから約１人分１年と考えると３６３万３，０００円、差額が２

８万８，０００円。これを募集するときに上乗せした場合に、もしかしたら来

られるのではないかな、応募に応じてくる方がいらっしゃるのでないかなとい

うようなことが少し議会でも話になるのですけれども。なかなか単純にはそう

いかないのかも分かりませんけれども、そういうようなことを考えると、それ

に見合う会計任用職員の基準を上げていくっていう方法もあるのかなと思いま

す。近隣市町でも見ても、大体同じような金額というのは前から答弁いただい

ているのですが、そこら辺考える余地があるのかな。現実的になり手がいない

っていう中で、保育資格を持っている人がいるっていうのは現実的にはあると

いうことですから、そういうことも考えて職員を確保するっていうことをも考

えられるのでないかなと思います。 

    ２つ目に、先ほどの私立の認定こども園補助県費として、保育の職場づくり

の費用として住宅手当４万円ってあるのですけれども、先ほど説明いただきま

した寄宿舎にいらっしゃる方に手当４万円っていうことですが、これ現実的に

いらっしゃるっていうことですね。こども園に関してというその寄宿舎という

のは、例えば個人がアパートを借りていたというときでも出るっていうことで

しょうか。 

    それと話は飛ぶのですけども、住宅手当って職員には以前あったと思います。

現在あるかどうか分かりませんけど、民間も住居手当っていうのはあるのです

けれども、昨今の流れとしては、民間もそれはなくなる傾向があるのですけれ

ども、あえてこういうのっていうのは、総務課に聞くべきなのか分かりません

けども、公務員も割と住宅手当って残っているのですかね。ということが少し

気になった点であります。お願いします。 

○議長（酒井圭治君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池端時枝君） 保育士さんの賃金についてですけども、他市町と

お電話をして聞きましたところ、うちは高いほうです。１年目のところではうち
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より高いところもあるのですけども、長く３年、５年になってくると、永平寺町

は一番高いとなっていました。 

   あと、保育の職場づくり総合対策支援の補助金の住居手当ですけども、こちら

県の事業となっていまして、私立園のみですけども、アパートとかでも結構です。

保育所等に初めて採用された日から起算して７年以内のものとなっております。

あと、保育士等が個人で宿舎を借り上げる場合ということでご夫婦とかでは補助

の対象となっておりません。お１人で借りられている場合ということでなってお

ります。 

○議長（酒井圭治君） 総務課長。 

○総務課長（多田和憲君） 住居手当のほうは、ございます。それと賃金のところで

申しますと、今調べたところですが、現在現額分とこの派遣の計上分の差２８万

円ぐらいになります。この現額分の計算の仕方ですけれども、１年目一番時給が

低いところでの現額という形状をしております。これマックスまでいきますと時

給１時間当たり１２７円上がるのですけれども、それを年間の時間数で掛けます

と、最終的に時給だけで２４万増えていくということで、今派遣の計上をしまし

たが、そのまま本人に行くとも思えませんので、それを考慮しますとやはり条件

的には派遣より会計年度のほうが働く方にとっては好条件だと考えております。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） また一方、今の滝波議員のように、その部分を給料に上乗せ

をしたらどうかというお話もあると思いますが、これも全体的に毎回お話させて

いただいていますが、永平寺町ランニングがものすごく経常経費が高い、人件費

も町民当たりでは県内でもトップレベルに高いところになります。そこを上げて

いくことによって、例えばそれが事務職なのか、保健師なのか、消防士なのか、

調理員さんなのか、そういった方々のどこかを削減してそっちに持ってくるとい

うやり方に今の現時点ではなってしまいます、やっぱりこの限られた予算、また

国から待遇をよくしようという話が来たら、町は率先してそれはやって、給料も

他市町から見たら高いほうにあるということですので、抜本的に構造的なやり方、

民間この前も話しましたが、民間に委託するのか施設を統合するのか、より効率

的なやり方をするのか、これに併せて人件費、町のランニングといいますか、こ

こをどう持っていくかっていうのをミクロだけではなくて、やっぱマクロの視点

でやっぱり議論していきたいと思っています。町も今そういった点でもいろいろ、

また議会のほうにも提案をさせていただいておりますので、ここは将来につなげ
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るためにやっぱりしっかりやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（酒井圭治君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 先ほどの県の保育園の環境づくり総合対策で、あえて住居

手当を出すっていう県の狙いっていうのはどういうところにあるのかというのを

知りたいのと、あともう１点、これ性被害防止の中で、パーテーションがあると

いうことは非常にいいのかなとは思うのですけれども、これ移動型ですよね。事

故が起こらないように気をつけていただきたいなと思います。 

○議長（酒井圭治君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池端時枝君） 県の実施要綱の事業の目的を読ませていただきま

す。「現役の保育士等や保育士等を目指す者にとって魅力ある保育現場、職場づ

くりや生涯働くことができる環境を整備し、安定的な保育人材の確保を図るため、

処遇改善等を総合的に実施することを目的とする」ということでございます。 

   あとパーテーションのほうはお部屋ごとに置くのではなくて移動できるものを

購入したいと思っておりますので、事故のないように使用したいと思います。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   暫時休憩します。 

（午前１０時１３分 休憩） 

────────────── 

（午前１０時２５分 再開） 

○議長（酒井圭治君） 休憩前に引き続き再開します。 

   次に、農林課関係、３９ページから４２ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   農林課長。 

○農林課長（島田通正君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いいたします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ３番、川崎君。 

○３番（川崎直文君） 松岡小学校の校庭南側ののり面対策として、今期測量設計業

務ということで予算を見積もっています。それからもう一つ、これページ数でい

きますと、４２ページのところに松岡小学校のり面湧水対策工事ということで計
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上されております。湧水対策工事いうのは、これはもう実施というレベルでのも

のだと思います。この調査とそれから実際の工事というのは同一箇所じゃないの

ですか。全然影響がないという、その点を確認します。 

○議長（酒井圭治君） 農林課長。 

○農林課長（島田通正君） 全協のほうでもご説明させていただいたのですけど、地

質調査の結果から、今回崩れた場所以外の前の場所も少し緩い層があるというこ

とで、来年度、県補助に乗るために今回その周りの調査設計を委託しまして、設

計とか工法を考えまして、来年度県のほうに要望させていただきたいということ

でございます。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） まず、４０ページ雨樋改修、ざおう荘の件ですけれども。

要は、原因は何かっていうことですが、例えば、台風とか災害等、積雪とかって

いうことになると、いわゆる施設にかかる保険が対象になるのではないかなと思

うのですけれども、そうならないのかっていうことが１点。 

   それと、もう１点は、４２ページの林道災害復旧ですけども、今ほど質問もあ

りましたけれども、ここに現地調査した結果、補助対象外になったと書かれてい

るのですが、金額が９９２万２，０００円でかなり大きいものと思っているので

すけれども、具体的に検査調査をした結果、本来なら補助対象だったはずなのが、

そうはならなかったという訳を教えていただきたいて思いますし、そのことによ

って工事の工法が変わったということでしょうか。 

○議長（酒井圭治君） 農林課長。 

○農林課長（島田通正君） 雨樋につきましては、直接原因は分からないのですけど

も、長年気象状況によって徐々に雨樋が外れていった形なので、しばらく経過措

置で見ておりましたが、今回冬に備えて、雪が降りますと、一気にいってしまう

ので今回直すという事で補正を組ませてもらいました。 

   あと災害復旧工事につきましては、これも現地を見まして国のほうに災害の補

助が乗れないかということを、今回工法的な同じですけど、延長が延びたので改

めて追加できないかと県を通じて国のほうにも、追加の補助としてできないかと

相談したところ、やっぱり国庫災害に乗れないという指示を受けましたので今回、

単費で工事を行うという事でお願いします。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 



 

－２１０－ 

   １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 確か前のときの説明で７月に工事したところが再度壊れた

ので、そのプラス今のそれで増えたという事で、なんかこれ浅見の１、２と２の

ほうが工法を変えたという説明だったと思うのですが、今ほどのところ、私自身

が理解できずにいるので、このあたり説明できたらお願いします。 

○議長（酒井圭治君） 農林課長。 

○農林課長（島田通正君） 全協のほうで滝波議員からどうしてこうなったかという

ことでは、紙でお知らせしています。栃原の後谷線は１回完成しているのですけ

れど、アンカーが外れて一部崩れてしまったということで。 

   範囲は広げてないです。 

   同じ場所の一部が崩れてしまったので、そこも県のほうを通じて二次災害とい

うことで、補助に乗れないかという事を相談かけたのですけど補助に乗れないと

いうことで、単費でさせていただいております。 

   浅見の本線が１本、２本あるのですけど、これは１本目の舗装が浅見本線の箇

所４か所ぐらい崩れているのですけれど、１は一番末端で、工事車両が途中工事

している車両が通過して、舗装が崩れてしまった範囲が大きくなったということ

で今回舗装の増工ということと、最後の２本目につきましては、浅見本線の一番

奥で舗装が、がたがたになったということで、途中で災害があってそこの場所が

完了するまでちょっと現地に行けなかったという、５キロぐらい先なので。崩れ

た場所が完成したということで現地を見に行きましたら、さらに舗装の面が崩れ

てひどくなったということで、今回これにつきましても国のほうに補助に乗れな

いかという相談をさせていただいたのですけど、補助対象外だということで、今

回単費のほうで舗装を直すという形で補正をさせていただいております。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   なければ、次に、商工観光課関係、４２ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いいたします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ７番、森山君。 



 

－２１１－ 

○７番（森山 充君）これ補正の内容ですけれども、恐らくやることも去年と一緒だ

し、金額も５０万円で確か一緒のはずですが、なぜ当初で要求しないのか、なぜ

この補正でいきなり来るのか、それを教えてください。理由を。 

○議長（酒井圭治君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） 内容については、令和５年度と別な事業ということ

で、観光庁の補助に乗ってやるということでございますけれども、まず令和６年

度の当初予算要求の時点では、まだ今年度の事業が確定しておりませんでしたの

で今回、確定後に補正要求をさせていただいているということでございます。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 今のウェルネスツーリズム事業、資料いただきましてあり

がとうございました。これを見ますと、かなり永平寺がいい部分をいただいてい

るのかなと思ったりもするのですけれども、というのは、本山を中心にいろいろ

な事業、確か、あわらのべにやさんも関わったとか、あるいは三国のほうのも関

わったりというのですけども、ほとんど見ますとこれ本山とかＥＳＨＩＫＯＴＯ

とかっていうところの関わりなのでこの３市町負担金、うちは５０万ということ

だったと思うのですけども、それにしては非常に永平寺町というのは割と出てく

るので、非常にある意味ではいいのかなと思っております。ただ、この金額を見

てみますと、我々庶民がいけるような数字ではないですけど、多分インバウンド

に対してのことだろうと思うのですけども、現実的にはこの１０月に販売を開始、

そして事業化になっていくっていうことですが、ニーズとしては、どれくらいあ

るのかなっていうのと、あとこのツアーを組むというのは、どこか民間に任せる

わけだろうと思いますけれども、そういったところがどのようにこのツアーをＰ

Ｒして、そして集客していくのかっていうことを少し教えていただけたらと思い

ます。 

○議長（酒井圭治君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） まずこの事業につきましては、町では５０万円負担

でございますけれども、総事業費が１，５００万円ということになっております。

事業主体は、福井県広域ウェルネス推進協議会となっておりますが、どちらかと

いうとこの事業の組み立てをしている民間事業者が、この世界のウェルネス界に

通じる、昨年は世界会議を行っていただいておりますけれども、その方監修の下

でこの事業を組み立てております。 
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   その中で、ニーズというのは、今、その監修をしていただいている民間事業者

の計画の下に進んでいるということで、事業計画としますと大体宿泊で１５人、

１０人って今ペーパーに書いてある、そういうところを狙っているのですけれど

も、ＰＲの方法といたしますと、昨年行いました国際会議に来ていらっしゃった

方の１人が、マンダリンオリエンタルホテルとつながりのある方で、このマンダ

リンオリエンタルホテルですけれども、アジアを代表する高級ホテルチェーンと

いうことで世界１３か国に２１のホテルを展開するようなところで、アメリカに

も幾つもあるのですけれども、日本には今１か所東京日本橋にある、そういう高

級ホテルの会員さん向けにこのツアーの募集をかけるという構想で今ＰＲを行っ

て、もう本当にハイクラスの方を対象に限定したツアーを行っていくという事業

でございます。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 民間がやっていただけるということで、本当に新しいこのエ

リアのニーズの創生といいますか、新しいものをつくり出そうということで、民

間の方が国の観光庁に申請をいただいて、このエリアでやりたいっていうので認

可を受けて、そしてこの中であわら、坂井、永平寺町の町のこともいろいろＰＲ

してくれるということで坂井市が音頭を取っていただいて、坂井市が１００万円、

あわら市、永平寺町が５０万円ずつ、併せて町のＰＲも一緒にやっていきましょ

うということでの予算配分で、昨年のワシントンポストの仕掛けも実はここから

できておりまして、去年やった中でワシントンポストに発信をしていただいて、

世界の１２か所に選ばれたということで、民間の格付けは３つ、観光庁の認定を

受けて活動されています。１つがこれ、でもう一つが、これは黒龍酒造さんがそ

の認定を受けて観光のことを昨年やられて、昨年はあともう一つ門前の開発で福

井銀行系のまち・ひとデザインという会社さんが、観光庁に申請をして永平寺町

を舞台にいろんな観光の取組をして、またいろんなビジネスに結びつけていきた

いという取組で。これ結構本当にありがたいと思うのは、町が申請するのではな

しに永平寺町を舞台で活動したい、ビジネスをしたいっていう方々が元になって

直接申請をしてやっていただいている事業になりますので。 

   ただ、今回のこの事業だけが坂井市、あわら市、永平寺町、自治体としても応

援しようということでやっている事業ですので、行政がやる発信の仕方とまた視

点が違ったり、やり方が違ったりする事業になっていますので、町としても心強

い申請だなと思っております。いろんな形で応援していけたらなと思います。 
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○議長（酒井圭治君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） ある意味すごい事業と思いますし、これ宿泊コンテンツが

１、２ってあるのですけれども単価が３０万、４０万ですよね。なかなか庶民に

は手が出ない話ですけれども、そういった展開は今回に限らず、今町長おっしゃ

られた３つの事業者がやっていくということで、少し展望的なところも、また今

後、委員会等々でお知らせしていただくと非常にいいなと思いますし、このこと

によって地域の商工会、業者さんが潤うっていう手立てもまた、少し見えてくる

といいのかなと思います。ぜひその辺も、もしもこのツアーにあるのかどうか分

かりませんけど、今ほど言いました黒龍さん、ＥＳＨＩＫＯＴＯさんがメインっ

ていうところですが、いわゆる門前とかああいうところの商工業者が潤っている

というところもあったらまた教えていただけたらいいなと思いますので、まだあ

りましたら答弁を。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） やっぱりこうやっていろんな町、フィールドでやっていただ

いて町内事業所にどう落とし込んでいくっていうか、それも大事で、町としては

そこを一番期待するところです。 

   もう一つは、こういった申請を地元のいろんな団体の方、観光協会、観光団体、

例えばまちづくり会社とか、いろんな方がこういう観光の補助事業、結構いろい

ろありますので、どんどんそういうのを紹介して、こういう有利な補助を使って

町で活躍の場を広げていってもらえるといいなと思っていますので、もちろん町

もいろんな形で観光させています。やっぱりこういう民間の方がどんどん活躍し

ていただけることが本当にありがたいなと思っていますので、引き続きまた頑張

っていきたいと思います。 

○議長（酒井圭治君） ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 人が訪れてにぎわうということでいろんな活気も出てきま

すし、そこにいる人たち、地元の人たちを及び商工業者も元気が出てくると思い

ますので、ぜひこういったことを進めていっていただきたいなと思います。 

   以上です。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 広域ウェルネス推進協議会への支援のことで４２ページです。 

   僕はちょっと違う視点で、こういう高級志向のところに支援するのはどうなの
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かなって率直に私は思っています。 

   自治体によっては、例えばお城を貸しますと、ヨーロッパ行けば古城１泊する

のはそんなべらぼうな高い金額でなしに、ホテルのように利用できるようにして

いるところがありますけれども、日本の場合は、お城に泊まれます、一拍１００

万円とか。自治体がからんでいます。そこは僕ちょっと違うのでないかな。町長

も異質のって言われたのですけれど、僕は永平寺でお断りですよ。そんなに高慢

ちきな地域にしてほしくない、もっと大衆的であってほしいと思っています。 

   ただこの町を見てみますと、宿泊施設って、東古市にありますけれども、そう

いう施設以外っていうと永平寺の門前にある拍樹關とか、修行に来られた方は永

平寺のお寺の中でも泊まれるということはあるのですけれども、もう少しそこに

注力を注ぐのならいいですけど、お金のある人たちはお金のある世界の話でいい

のでないですか。何もしなくても。自分の好きなようにしているからお金さえ払

えば、３０万でも４０万でも１泊１００万でもそれは構わないと思うのですけど

も、ちょっとそこは県の視点が。もっと庶民が利用しやすいようなところに目を

向けないのだろうかって私は率直に思ってしまうのですが、その辺はいかがです

かね。 

○議長（酒井圭治君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（江守直美君） 観光の産業においては、いろんな戦略があると思い

ます。人口が減少していく中で、やはり観光客の数もだんだん小さくなっていく

中で、もちろん永平寺町においても国内のお客様がほぼ占めている状況なので、

もちろんそちらにも向かって県外からいろんなお客様に来ていただいて、永平寺

町を楽しんでいただき、観光消費額につなげるというところはもちろん取り組ん

でおりますが、今もう一つ国が取り組んでいるのが、やっぱ観光の産業というも

のを一つの大きな柱、日本の産業の中で観光産業というのが大きな種別の中でも

ウエイトを占めてきている一つのものになってきていますので、そういう方向性

を見ますとどれが一番効率かという、そういう富裕層の方に来ていただいてお金

を落としていただくというのが戦略の一つとしてありますので、今回の観光庁の

補助金におきましてはそういうところを対象とした仕掛けを国が進めている中で、

この協議会が採択を取りまして永平寺町だけではなかなかできないところを、こ

ういう取組で進めているという一つの部分ということでご理解いただきたいと思

います。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 
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○町長（河合永充君） 永平寺町は宿泊施設がない町でした。それで笑来、あそこは

寄附をいただいて隣に古墳があって、それを商工会の皆さんが改修して、宿泊施

設をつくっていこうと笑来を造った。その後に、観光での宿泊で門前と。今のＥ

ＳＨＩＫＯＴＯ。これまで永平寺町には宿泊するというニーズがなかった。誰も

したことがなかったのでここで宿泊をしても儲かるかどうか、そういったことも

分からない中でやっぱりずっと進んできたのがこれまでだったのだなと思います。 

   永平寺は、観光地として昔から、昭和の時代からずっとあったのですが、やっ

ぱり宿泊は福井であったり、芦原であったり、いろいろなところで宿泊する。今

経済面での観光っていうと、約１時間当たり千何百円が落ちるそうです。永平寺

町は宿泊がないですから、もう２時間しか滞在しないと２，４００円、５００円。

宿泊すると２０時間になってこれが２万円、３万円に変わっていくと。そういう

中で、民間の方とか高級とかいろんな考え方ありますが、今永平寺町はこういう

投資が生まれてきて、今度そこに宿泊客がたくさん泊まることによって、この町

にはそういったニーズがあるのだなということで、今度はリーズナブルなホテル

ができたり簡易な宿泊所ができたり、そういった次への投資につながっていくの

かなっていう期待がありまして、もちろんおっしゃるとおり僕もそんな高いとこ

ろは泊まれませんけど、まずはそれの起爆剤になるときがいよいよ来たのかなっ

ていう思いがありますので、そういった視点でもまた見ていただけるといいかな

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   なければ、次に、建設課関係、４３ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（竹澤隆一君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   なければ、次に、えい住支援課関係、４３ページから４４ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   えい住支援課長。 

○えい住支援課長（深水正康君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いします。 
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○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 土地開発事業の特別会計の貸付けですけど、開発が現実的に

行われる取得価格６０坪程度っていうので、都会の不動産会社はそう思うかもし

れないですけど、いくら何でも狭すぎないかなと私は思うところもありますけれ

ども、会計に貸し付けて、これの回収の見込みっていうのは根拠も含めて、どこ

かで示していただくとありがたいと思います。 

○議長（酒井圭治君） えい住支援課長。 

○えい住支援課長（深水正康君） 全協のほうでもご説明をさせていただいておりま

すが、買収造成にかかる費用に対しまして、今年度予算を認めていただけました

ら用地を購入いたします。来年度、宅地分譲を目指しますので、来年度から分譲

した場合に、その分譲収入につきましては変化していくことになります。 

   以上です。 

○議長（酒井圭治君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 当然それはそういう流れは分かるのですが、幾らぐらいで販

売、事業は幾らぐらいっていう大枠をもう少し示してもらったほうが。特に特別

会計でそれをすることになりますから、そこはしっかりと示していただくとあり

がたいと思います。 

○議長（酒井圭治君） えい住支援課長。 

○えい住支援課長（深水正康君） 買収造成にかかる費用につきましては、用地買収

費と設計委託費と登記手数料、以上の仲介販売促進負担金を合わせまして大体約

５，２００万円かかる予定です。買収によって得られる収入として約４，３００

万を想定しております。用地につきましては、土地の所有者とこれから交渉する

ことになりますので、今お示した金額につきましては、現在の想定ということで、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） ちょっと質問させてもらいます。 

   先ほどの１０区画の資料を頂いています。一応差引き９００万の持ち出しです

よという形の計画が出ているわけです。極端にいうとこれ１０区画ですから１件

当たり９０万、１００万ぐらいの支援をしているよと。当然ここに来られる方々
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は、ほかにも新規で入ってきたらそれに対しての補助であるとか、若い世代であ

れば子育てのための支援であるとか、そういう形でいろんな支援をしているので

すが、この１件当たり１００万ぐらいの造成の費用を持ち出しってことになると、

今まで町がいろんな形で造成したところとの比較対象というのが１点。 

   それから、買収等は今５，２００万という形ですが、これはまだ当然目算の形

だろうと思うのですが、特別会計の中で、前ですと下水とかに補助するとかいろ

いろな形があったと思うのですが、これの見込み、例えば民間の不動産関係もあ

ると思うのですが、大体２年なり１年なりで販売を見ているとか、そこらあたり

見通しも含めて環境をお知らせいただくのと、大体町の目算、そこらもうちょっ

と詳しく。ただ９００万の持ち出してよってなっているので、そこのあたり教え

ていただければ助かります。 

○議長（酒井圭治君） えい住支援課長。 

○えい住支援課長（深水正康君） すみません。１つ目の質問をもう一度お願いしま

す。 

○議長（酒井圭治君） １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 今後９００万の持ち出しっていうことになりますね。そう

すると、１０区画ですから１つ大体９０万、１００万近くの持ち出し金になって、

今まで町がいろんな形で上志比の地域だとかいろんなところで造成しました。そ

んな中での補助の整合性って言うのはどうやったかっていうのが１点目です。 

   ２点目は、さっき言ったいろんな形で支援もしながら対象者はどこに絞るかっ

ていう、民間委託も関係すると思うのですが、そこらあたり。例えば目標は１年

なり２年で完売してもらう、また民間関係ですから縛りがあるかもしれませんね、

例えば、買ったら１年以内に建ててほしいとか２年以内に建ててほしいとか。そ

こらあたりも含めてちょっと大枠的なのが分かったら教えていただければと思っ

ています。分からないとこはまだあるかもしれない。 

○議長（酒井圭治君） えい住支援課長。 

○えい住支援課長（深水正康君）上志比の山王地区での宅地造成におきましては、土

地を購入された場合と、それから建物を購入したされた方にそれぞれ補助金を出

してございます。 

   今回清水の宅地につきまして、またパークアンドライドの駐車場におきまして

も、宅地を購入された場合、それから住宅を建てられた方についても同様の補助

金の制度がございますので、補助金の申請があればしたいと考えております。 
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   それと、現在の永平寺地区におけます新規の住宅については、これは県の建築

確認申請の数を昨年度調べておりますが、大体、年間５件程度となっております。

正確には、この後何年後に全て終わるかということは、まだ予想はつかないので

すけども、２年、３年ぐらいに分譲できればいいかなと考えております。 

○議長（酒井圭治君） １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 当然申請のときはそういう支援するのは当たり前でないで

すか。要は、宅地造成にかかって町がいろんな持ち出しをしていると思いますよ。

それが、今回は１区画当たり１００万ぐらいの持ち出し造成に対して。今までの

山王であるとか清水とかいろんな形で持ち出ししていると思うのですが、そこの

辺りとの関係はどうでしょうっていうのをお聞かせできればと思います。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 持ち出しの部分については、やっと宅地が造成できるように

なって宅地造成という言葉をいただいていたのですが、例えば今、田んぼを埋め

て、Ｌ型を入れてならしてやると大体１区画５００万とか６００万持ち出しがか

かってきます。これまでも町としては、そこはさすがに住民の皆さんの理解を得

られないということで、いろいろ候補地を探してきたのですが、その地面を安く

提供しますよとあっても、やっぱできないっていうのがあります。一方今まで使

っていた公共施設、公共用地、例えば上志比の３区画につきましては、プールが

あって、もう壊して、地権者さんとお話したときに現状で復旧してもらうか、そ

れか安く買ってもらえるかっていうお話の中で、原状復帰に数千万円かかってし

まう。それなら買わせていただこうということで、また後ろの入り口がもうどう

しようもなく行くことができない、少しの地面も買ってほしい、それはいろいろ

議会にもお話をしながら買わせていただいて、そこは宅地造成をしました。そこ

はやっぱり結構お金がかかっているのですが、そもそも田んぼに戻して返さなけ

ればいけないっていうのを入れるとやっぱり費用は宅地にしたほうがよかったな

ってなりますし、今清水のほうは寄附をいただきましてそこを今改修してやって

いる。あそこもやっぱり１００万、２００万ぐらいの町の持ち出しは、やっぱり

下を造成したりするとかかってきてしまう。町としては１区画当たり２００万ぐ

らいまでが町が出せる範囲です。 

   それともう一つは、公共事業とか施設とか、そういういろんな条件があって、

できたときに初めてできるかなと今思っております。今１区画当たり２００万円、

今回は、これまだどうなるか分かりませんが、その中でも例えばさっき言ってい



 

－２１９－ 

たソフト面の支援、ここに住んでくれた方には子供１人につきっていうのが、も

う町の決め事もあるのですが、結構金額が高くなっていった場合はその支援はこ

こには適用しないでおこうとか、それやっぱり町の負担の中で何でもかんでもと

いうわけにやっぱりいきませんので、そこはよりよい方法を考えながら、やっぱ

り投資価値があるかどうかっていうのも、やっていかなければいけないですので、

そういった点で宅地造成っていうのは、その場所や用地いろいろありますし、区

長会のほうでも皆さんにいい場所があったら教えてください。結構いい場所を提

案いただくのですが、今度段々になっていると、ほとんど造成でものすごくお金

がかかって、四、五百万円かかってしまうっていうのもありますので、そういっ

た点でご理解いただけたらなと思います。町もしっかり精査して、するかしない

かの方向性を決めている。あと、そこには人が住みますので、道路の拡幅をして

下水を引っ張ってくる、その下水も近くにどこまであるのかどうかっていうのも

一つ候補地の判断基準にもなりますので、今回この清水、東古市については、下

水もそばまで来ておりますので引き込みはしないといけませんが、そういった投

資はかかりますが、そこはやっぱり住民が住んでいただけるということで、これ

は町がしっかりやっていくということですので、よろしくお願いいたします。 

○議長（酒井圭治君） １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） これ僕も素人考えかもしれないのですが、今、空き家対策

でやっています。宅地造成すると、さっき言ったように今出て限度２００万ぐら

い。しかしほかももうちょっとかかる場合もあるかもしれませんし、先ほど言っ

た道路と下水の関係もあるかもしれませんが、その空き家対策の中で、造成する

と同じ考えをすればね、結構空き家対策に対して誰か住む人に対しては補助でき

るという方向も変えられると思います。 

   例えば、うち京善でなら空き家があるのだけど、そこはもう当然下水も入って

いるし全部道も通れるし、そしたらその造成を考えると、そこの空き家に対して

はこれだけの支援ができるのですということになれば、結構空き家のところに入

ってくる方もいらっしゃるのでないかと。素人考えかもしれませんが思っている

わけですよ。ですからその宅地造成も当然大事ですし、かかる費用も今回の場合

は１００万で済むということになれば非常にいい、駅からも近いから大変いい場

所だと思っているのですが、各小さい集落のところで、１軒、２軒増やすにはね、

やはり最終的には造成するというよりも、現状の空き家をいかに転換するかって

いう事になってくると思うので、ぜひそこらあたりの施策かなと私思っているの
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ですが。ちょっとごめんなさい間違っていたらごめんですが、そういう考えがあ

ったので、今確認のために質問させてもらいました。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） その空き家を求められる方と新築を求められる方、それとも

う一つ、上志比、永平寺地区で宅地造成をしていきたい、これも議会も前から要

望いただいていますので、やっと今こういうできるようになったなっていうか、

もう仕組みもちゃんとノウハウも持ちながらやれるようになって、本当に皆さん

のご指導のおかげだなと思っております。 

   空き家のニーズと新築のニーズはやっぱり違うものがありますし、もう一つは

準都市計画、これ上志比・永平寺地区にかかったことによって、なかなか昔です

と集落の中でちょっとここに地面あるのでそこに新家のうちを建てようかとか、

それがセットバックで、前に地面を提供しなければいけなくて、実は建てられな

くなっているっていう現状で、その方々はどこへ行くかっていうと、これまでは

福井市とかに出てった方が多かったのですが、今、この松岡地区に移られる方が

増えてきている。やっぱり私たちもその上志比地区、永平寺地区の子供の数も減

っていっていますので、何とかそこの地域の存続や学校を維持していくとか子供

の数とか、若い人に来てもらうとか、そういった点で、永平寺・上志比地区には

こういう支援もしていかなければいけない、空き家も、いろいろなご質問の中で

もニーズはあるのですけど、ひょっとしたらそこはまた違った方が空き家を求め

ているのかなとか、もちろん若い子育て世代も求めているのはある。ただ今度は

提供する人もいてくれなければいけませんので、そこも今町は一生懸命取り組ん

でいます。支援についてもエリアとかを分けながらしっかりやっていく。松岡地

区は宅地造成どうするのっていうのは、松岡地区では町が出しての宅地造成とい

うのは今考えていませんけど、逆に言うと家を建てられる計画の変更であったり、

見直しであったり地区計画の見直しがいろいろやっているのですが、地域の皆さ

んと話をしながら今進めていますので、ただ松岡も公有地用地の空き地が出てき

た場合は、それが一つの選択肢となりますが、負担っていうのはあんまりしない

でいく方向になるかなと思っておりまして、その地域とその現状を造成すること

によって、どういうふうに課題を解消していくことができるか、一つの施策って

いう位置づけもありますので、その点もまたいろいろな視点でまたご指導いただ

ければと思います。 

○議長（酒井圭治君） １１番、上田君。 



 

－２２１－ 

○１１番（上田 誠君） 私の考えは、先ほど言ったように、例えば集落の中に１軒、

２軒増えるだけでも大きな違いですよ。だから例えば空き家があって僕らから見

ても十分住めるねって、そういうのであれば、来られる方にね、宅地造成で２０

０万ぐらいかかるのであれば、それを空き家に投資するような形にすれば、需要

は変わってくるのでないかっていう。ただのお金の換算だけですが、それは結構

やっているので。町が空き家を買い取ってそこはある程度改修して、賃貸して１

０年したら買い取ってもらう、こいう事をやっているところもあるわけですね。

それはやっぱり結構個人的なところにそれだけの投資をしている。それは今の造

成の投資と僕はイコールでないかなと思っているので、ぜひそういう面で、各集

落に１棟、２棟増えるっていうのが結構集落としては大きなウエイトになるます

ので、そこらあたりもぜひえい住課さんもあるので、考えていただけると助かる

なと思っています。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 昨日の一般質問でもありました空き家が３６３軒かな、のう

ちの２割が有効空き家です。六十何件の方がそういうふうに利用してもいいです

と。ただ、今の登録が１４件です。やっぱり町としては、その空き家がおっしゃ

るとおり出てくれば手を挙げる方いっぱいいるのですけど、持ち主の方がなかな

か出てこないっていうことで、今それをどうやっていこうか。今１４件をどこま

で六十何軒まで上げていくかっていうのが一つの課題になっていますので、おっ

しゃるとおりニーズはやっぱりあると思います。ただ、その持ち主の方の思いが

まだあるのかなと思って、そこをやっぱりいろんな形で進めていって、宅地造成

と空き家とやっぱ同時に進めていく。ただ空き家については、計画的になかなか

できないところがあります。そういった、投資が少なくてできる地面が出てくる

かどうかっていうのも大事になっています。やっぱその辺どちらも、今レーダー

をしっかり張って情報収集とか努めていますので、またしっかりやっていきたい

と思います。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   なければ、次に、学校教育課関係、４４ページから４５ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   学校教育課長。 

○学校教育課長（山口健二君） それでは、予算説明書の４５ページの右側をお願い

いたします。 



 

－２２２－ 

   学校施設管理諸経費でございます。 

   志比北小学校の施設利用料において、７月２０日から放課後児童クラブまたは

会議などで、電気料の使用量が増えたということで不足分を予算計上させていた

だいたものでございます。 

   その下の一般電話につきましては、当初予算では基本料金のみを予算化してお

りましたが、夜間警備についても通信料が毎月かかるっていうことが今回分かり

ましたので、不足分としまして６万１，０００円を併せて予算計上させていただ

いたものでございます。 

   以上、補足説明とさせていただきます。 

   よろしくお願いいたします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ７番、森山君。 

○７番（森山 充君） 今ご説明いただいた４５ページ右側、利用が決まるまで続け

るというお話を伺いましたけれども、大体何年後ぐらい、例えばもう１０年も２

０年も決まらなきゃ続けるっていう話でもないと思うので、そこら辺の何か目安

みたいなやつがあれば教えてほしいのと、よその事例でもいいのですけれども例

えば、跡地が決まるのに５年とか６年とかっていう事例があるなら教えてくださ

い。 

○議長（酒井圭治君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（山口健二君） この学校につきましては、休校ということですので

続く限りは維持管理の面では予算計上は必要になってくると思っております。 

   また今利活用については、考える会の中で児童クラブにしようとか会議の利用

とかっていうことで今決めておりますので、方向性が変わらない限り予算計上は

必要かなと思っておりますし、また考える会の中で新たな利活用が決まってくれ

ば、地域にも承諾、賛同は必要だと思うのですが、そのときはまた予算計上の内

容は変わってくるものだと私は思っております。 

   以上です。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） ここにつきましては、今協議会のほうでいろいろ揉んでいた

だいております。ただ、ここの学校は、今は休校ですし、この前例えば消防団の

県大会出られる方がグラウンドで毎日練習をしたり、今こうやって決める前でも



 

－２２３－ 

そこで児童クラブをしたりとか、子供たちのキッズリーダーっていうのか。ジュ

ニアリーダーの会話の場にしたいとか、例えば、この前は地元の協議会の人がア

ンケートを取ったときには、子供たちと卓球ができる環境にしたいとか、それは

決まらなくても、そういった環境はどんどん僕は使ってもらえればいいなと思っ

ていまして、やっぱり学校がなくなった中でも、一つの地域の拠点で、もちろん

その先には、みんなで何を使うかっていうのを決めていくっていうのが大事なの

で、休校という位置づけの制限がある中でどういうふうに決めていくかっていう

のも大事だと思っています。 

   今回、各小中学校の体育館の調査費を待たせていただいていますが、志比北小

学校の体育館もそこに入れさせていただいております。これはやっぱり災害のと

きに避難をする。災害が一番今回のエアコン入れるための一つの大きな目的にも

なっていますので、志比の方が避難したときにはそこで快適に避難することがで

きる環境、ただそれプラス、今いいなと思ったのは、卓球で使っていただいたり、

地域の何かで使っていただいたり、そういったことは決まる前でもできることは

どんどん開放していけばいいなと私は思っていますので、それは協議会の皆さん

との相談にもなりますが、そういった点で町としては、あそこを有効にいろんな

形で使っていただけるのを期待していますし、そういった声があるのはうれしい

と思っていますのでご理解よろしくお願いします 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   なければ、次に、生涯学習課関係、４６ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   生涯学習課長。 

○生涯学習課長（吉田正幸君） 補足説明はございません。 

   以上です。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   なければ、次に、消防本部関係、４６ページから４７ページを行います。 

   補足説明を求めます。 

   消防長。 

○消防長（宮川昌士君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 



 

－２２４－ 

   質疑ありませんか。 

   ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） ２つあります。１つは４６ページですが、データ用投光器と

いうことで８０個ということですが、いろんな作業に従事する消防団員の方々の

安全を考えると、投光器って片手で持ちますよね。例えばヘッドランプみたいな

のはちゃんともう装備されていてのことですか。８０個って言うけども、そうい

うのをきちっと準備したほうがいいのではないかと思うので、そのことが１点。 

   もう一つ、４７ページには、消防車両って書いてあるのですが、どんな車です

か。 

○議長（酒井圭治君） 消防長。 

○消防長（宮川昌士君） これは、ヘッドランプのことを投光器と国のほうから出て

いるものです。説明不足ではございません。申し訳ございませんが、ヘッドラン

プです。山岳なんかにもよく使いますこういう頭につけるようになっていますの

で、もうちょっといい感じのやつですけども、あと消防車両につきましては、こ

ういう軽の赤い車ですけども、これをいただくことになりましたので、以上でご

ざいます。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ないようですから、これより総括質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ９番、滝波君。 

○９番（滝波登喜男君） 質疑じゃないですけれども、先ほどオンデマンドの乗り合

いタクシーですけど、ちょっともう少し詳細聞きたいので、また委員会等で質疑

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 喜んでさせていただきますので、議長またセッティングして

いただければ、そこにさせていただきます。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第６３号、令和６年度永平寺町一般会計補正予算について、第２審議に付

したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ



 

－２２５－ 

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第６３号の第１審議を終わります。 

～日程第２ 議案第６４号 令和６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算に

ついて～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第２、議案第６４号、令和６年度永平寺町後期高

齢者医療特別会計補正予算について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。資料は、議案書をご用意ください。 

   補足説明を求めます。 

   財政課長。 

○財政課長（原 武史君） それでは、議案第６４号後期高齢者医療特別会計補正予

算について補足説明いたします。 

   議案書の１４３ページをお願いいたします。 

   款３諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１保険料還付金におきまして、

当初の想定を超える還付が見込まれることから、還付金１０万円を計上するもの

でございます。なお、財源につきましては議案書の１４２ページになりますが、

県の広域連合からの還付金収入となります。 

   以上、議案第６４号の補足説明とさせていただきます。 

   よろしくご審議いただきご決議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（酒井圭治君） それでは、予算説明資料に基づき審議を行います。 

   資料は、全員協議会資料をご用意ください。 

   予算説明書４８ページから４９ページについて、担当課の補足説明を求めます。 

   住民税務課長。 

○住民税務課長（吉川貞夫君） 補足説明は特にございません。 

   よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第６４号、令和６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算について、

第２審議に付したい案件がありますか。 



 

－２２６－ 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第６４号の第１審議を終わります。 

～日程第３ 議案第６５号 令和６年度永平寺町立在宅訪問診療所特別会計補正予算

について～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第３、議案第６５号、令和６年度永平寺町立在宅

訪問診療所特別会計補正予算について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。 

   資料は議案書をご用意ください。 

   補足説明を求めます。 

   財政課長。 

○財政課長（原 武史君） それでは、議案第６５号、町立在宅訪問診療所特別会計

補正予算について、補足説明をいたします。 

   議案書の１５２ページをお願いいたします。 

   款１総務費、項１管理費、目１一般管理費におきまして、特別会計基金を新た

に創設し基金を積み立てるものでございます。 

   令和５年度決算における実質収支額３，５８２万３，０００円の２分の１以上

に当たります１，８００万円を積立金に計上しております。 

   なお、当初予定しておりました地域福祉基金への積立てを取りやめとするため、

一般会計の繰出金１，５００万円を減額計上しております。 

   以上、議案第６５号の補足説明とさせていただきます。 

   よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（酒井圭治君） それでは、予算説明資料に基づき審議を行います。 

   資料は、全員協議会資料をご用意ください。 

   予算説明書５０ページから５１ページについて、担当課の補足説明を求めます。 

   福祉保健課長。 

○福祉保健課長（高嶋 晃君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いいたします。 



 

－２２７－ 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第６５号、令和６年度、永平寺町立在宅訪問診療所特別会計補正予算につ

いて、第２審議に付したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第６５号の第１審議を終わります。 

～日程第４ 議案第６６号 令和６年度永平寺町土地開発事業特別会計補正予算につ

いて～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第４、議案第６６号、令和６年度永平寺町土地開

発事業特別会計補正予算について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。 

   資料は、議案書をご用意ください。 

   補足説明を求めます。 

   財政課長。 

○財政課長（原 武史君） それでは、議案第６６号、土地開発事業特別会計補正予

算について補足説明いたします。 

   議案書の１６１ページをお願いいたします。 

   款１土地開発事業費、項２宅地造成費、目４宅地造成事業費におきまして、委

託料では、造成予定地の測量設計業務や分筆測量登記業務で４４８万８，０００

円を計上しております。 

   また、用地購入費としまして３，９９３万６，０００円を計上しております。 

   なお、財源につきましては、議案書の１６０ページになりますが、一般会計か

らの借入金でございます。 

   以上、議案第６６号の補足説明とさせていただきます。 

   よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（酒井圭治君） それでは、予算説明資料に基づき審議を行います。 



 

－２２８－ 

   資料は、全員協議会資料をご用意ください。 

   予算説明書５２ページから５３ページについて、担当課の補足説明を求めます。 

   えい住支援課長。 

○えい住支援課長（深水正康君） 補足説明はございません。 

   よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可いたします。 

   質疑ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第６６号、令和６年度永平寺町土地開発事業特別会計補正予算について、

第２審議に付したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第６６号の第１審議を終わります。 

～日程第５ 議案第６７号 永平寺町税条例の一部を改正する条例の制定について～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第５、議案第６７号、永平寺町税条例の一部を改

正する条例の制定について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。 

   補足説明を求めます。 

   住民税務課長。 

○住民税務課長（吉川貞夫君） それでは、議案第６７号、永平寺町税条例の一部を

改正する条例の制定について補足説明を申し上げます。 

   議案書１６２ページをお願いします。 

   今回の主な改正については、公益信託に係る寄附金が、寄附金税額控除の対象

とするための改正になります。 

   条例第３４条の７の改正につきましては、もしくは金銭を削除する第１項のリ

についても改正をするというものでございます。 

   次に、第５６条の改正について申し上げます。上位法であります私立学校法の

改正に伴いまして、税条例に引用する条項が変更したものでございますので、よ
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ろしくお願いします。 

   附則につきましては、改正規定７年の４月１日施行でございますが、公益信託

制度によります施行については、上位法である公益信託に関する法律の施行日が

まだ決まっていません。施行の日の属する年の翌年１月１日から施行するという

ことにしますのでよろしくお願いと思います。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可します。 

   質疑ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第６７号、永平寺町税条例の一部を改正する条例の制定について、第２審

議に付したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第６７号の第１審議を終わります。 

～日程第６ 議案第６８号 令和６年度永平寺子どもの医療費助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定について～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第６、議案第６８号、永平寺町子どもの医療費助

成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。 

   補足説明を求めます。 

   子育て支援課長。 

○子育て支援課長（池端時枝君） それでは、議案第６８号、永平寺町子どもの医療

費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、補足説明を申し上げ

ます。 

   議案書１６３ページをお願いいたします。 

   今回の改正の主な内容につきましては、マイナンバー法等の一部改正法により、

令和６年１２月２日から健康保険証が廃止されマイナンバーカードと一体化され

ます。これを受けて永平寺町子どもの医療費助成において、医療機関で療養を受
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ける際の医療保険等の被保険者であることの確認が、マイナンバーカードによる

オンライン資格確認、または資格確認書に変更になります。これに伴いまして条

例第８条中「社会保険法各法に規定する被保険者証加入者証または組合員証とと

もに」を「医療保険等の被保険者等であることの確認を受けた上で」に改めるも

のでございます。 

   改正に係る施行期日は令和６年１２月２日でございます。 

   以上、簡単ではございますが補足説明とさせていただきます。 

   よろしくお願いいたします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可します。 

   質疑ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第６８号、永平寺町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、第２審議に付したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第６８号の第１審議を終わります。 

～日程第７ 議案第６９号 永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第７、議案第６９号、永平寺町国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。 

   補足説明を求めます。 

   住民税務課長。 

○住民税務課長（吉川貞夫君） 議案第６９号、永平寺町国民健康保険条例の一部を

改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。 

   議案書１６４ページをお願いします。 

   今回の条例改正は、国民健康保険法が改正され、現行の保険者証は令和６年１

２月２日以降発行されなくなることによる改正でございます。 
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   条例第１３条中に、これまで保険者証の返還を求めても返還しなかった場合に

ついては過料を制定しておりましたが、１０月２日以降は保険証自体を発行しな

くなりますので、その部分を削除する改正でございます。 

   なお、この改正期日は令和６年１２月２日でございます。 

   以上、補足説明をさせていただきます。 

   よろしくお願いします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可します。 

   質疑ありませんか。 

   ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 先ほどの子ども医療費の問題にも関係あると思うのですが、

いわゆるマイナ保険証が１２月１日から施行されるということで、今まである保

険証が廃止になるわけですね。ただ、今までマイナ保険証を持っていない人たち

に資格書を発行するのはいつ届くの。空白期間と言うことはないだろうと思うの

ですけど。 

○議長（酒井圭治君） 住民税務課長。 

○住民税務課長（吉川貞夫君） １２月２日から施行されますが、現行発行している

保健証については、来年の７月３１日までは有効期限があります。その有効期限

までは保険証としては活用できますので、マイナ保険証と保険証が両方使えます。 

   確認書につきましては、まず１２月２日以降に新たに国保に加入された方につ

いては保健証が発行されませんので、それはその都度発行していくようになりま

す。来年の更新も８月１日の分については、今まで保険証を発行していましたが

これからは、マイナンバーカードに紐づけされていない方については、資格確認

書を一斉に発行するっていう形になります。よろしいでしょうか。 

○議長（酒井圭治君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 来年の７月までには、何もしなくても届くっていうことでい

いですね。それ以降はまたどうなるのですか。 

○議長（酒井圭治君） 住民税務課長。 

○住民税務課長（吉川貞夫君） マイナ保険証に紐づけけされていない方については

送ります。自分は紐づけされているのだけど、不安だから資格確認書がほしいっ

て方でも希望によって発行します。 

   有効期限ってあると思います。有効期限については１年ごとでやっていくと思

いますので、そこで確認してまた後日報告させてください。 
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   確実に、マイナ保険証に紐づけされた方については、資格確認書を届けるとい

うことは必ずします。 

○議長（酒井圭治君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） もう一つ、心配なのは、マイナ保険証ですが、資格が変更に

なる、保険の変更があると思います。それらについては行政が変わるということ

はないですか。 

   また保険証を持っている人たちが、何か行動を起こさないと変わらないのか、

その複雑さというのはなくなるのか、それとも逆に楽になるのか、その辺はいか

がでしょう。 

○住民税務課長（吉川貞夫君） マイナンバーカードと保険証を紐づけするっていう

のは、いわゆるマイナポータルというサイトでやったりとか、行政の窓口に来て

パソコンでやったりとかの作業をしています。あくまでもこれは紐づけするので

あって、保険者とは別ですよね。 

   我々役場は国民健康保険の保険者たる立場。後期高齢になると連合や社会保険

になると協会健保とか、そういうのを保険者が紐づけするようにデータを管理す

るっていうことが大事なことであります。 

   我々住民が、保険者が変わったかといってマイナンバーカードの紐づけを変え

なあかんということの作業はないはずです。 

   ですから、保険が変わったらその保険者が作業をするということになると理解

をしております。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第６９号、永平寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て、第２審議に付したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第６９号の第１審議を終わります。 

～日程第８ 議案第７０号 永平寺町公園条例の一部を改正する条例の制定について
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～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第８、議案第７０号、永平寺町公園条例の一部を

改正する条例の制定について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。 

   補足説明を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（竹澤隆一君） それでは、議案第７０号、永平寺町公園条例の一部を改

正する条例の制定について補足説明させていただきます。 

   議案書１６５ページをお願いいたします。 

   今回の条例改正につきましては、松岡西公園の整備に伴い、永平寺町の設置す

る公園として追加するため別表第１に当該公園を加えるものでございます。 

   また、条例内の位置表記の一部が漢数字となっているため、条文の表記の統一

化を図るため、番号表記に改めるものでございます。 

   施行期日につきましては、公布の日から２か月を超えない範囲で、運用は工事

の進捗に柔軟に対応するため、規則で定めるものでございます。 

   以上、議案第７０号の説明とさせていただきます。 

   よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。 

   以上です。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可します。 

   質疑ありませんか。 

   ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 松岡西公園は、本当に保育園がなくなるのは寂しいなと思う

のですが、それはそれですけれども、例えば旧松岡の市街地には、防災公園もあ

りますよね。薬師の３丁目とか神明に、これは公園としての位置づけはないです

か。 

○議長（酒井圭治君） 建設課長。 

○建設課長（竹澤隆一君） 公園としての位置づけはありますが、こちらについては

防災公園条例のほうで位置づけされています。 

   以上です。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第７０号、永平寺町公園条例の一部を改正する条例の制定について、第２
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審議に付したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第７０号の第１審議を終わります。 

～日程第９ 議案第７１号 永平寺町立在宅訪問診療所基金条例の制定について～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第９、議案第７１号、永平寺町立在宅訪問診療所

基金条例の制定について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。 

   補足説明を求めます。 

   福祉保健課長。 

○福祉保健課長（高嶋 晃君） 議案第７１号、永平寺町立在宅訪問診療所基金条例

の制定について補足説明を申し上げます。 

   議案書１６６ページをお願いいたします。 

   将来の施設整備や改修において、一時的に大きな資金の必要性が生じ、経営環

境の悪化により資金不足の事態があっても、町立在宅訪問診療所会計の機能を果

たすように各年度において剰余金を積み立てたく、基金条例の制定をお願いする

ものでございます。 

   第１条では、町立在宅訪問診療所の施設等の整備及び管理、運営に要する資金

に充てることを目的として基金の設置目的を定めております。管理運営資金に充

てる理由は、経営状況が悪化した場合、基金に現金があっても銀行からの借入金

や一般会計からの繰入金により資金不足を補うこととなり、資金の効率的運用が

阻害されることになるためでございます。 

   第２条では、基金に積み立てる額を定めております。 

   第３条では、基金の管理方法について定めています。 

   第４条では、基金の運用から生ずる運用益の処理を定めております。 

   第５条では、繰替え運用について定めております。 

   第６条では、基金の処分、取崩しに関する事項を定めております。なお、基金

の処分、取崩しに関しましては、その都度議会に説明し、ご承認を得た上で取り
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崩してまいります。 

   第７条では、委任事項を定めております。 

   附則では、この条例を公布の日から施行させていただくことについて定めてお

ります。 

   説明は、以上でございます。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可します。 

   質疑ありませんか。 

   ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 条文の第５条についてお聞きしたいと思いますけれども、町

長は財政上必要があると認めるときは、ということであるのですが、他に流用も

可、町長の判断によって可っていうことですか。 

○議長（酒井圭治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（高嶋 晃君） この繰替え運用につきましては、資金が不足した場

合、基金に関する現金を一時的に繰り替えて使用することができるようになりま

すが、使用期間に応じた利息が後ほど支払わないといけないということになりま

す。そのような関係で会計の中で資金を動かすことができるとなっております。 

○議長（酒井圭治君） ６番、金元君。 

○６番（金元直栄君） 現金に繰り替えてで運用することができる。町長が必要ある

と認めるときは、繰り戻しの方法って書いてあるので、流用したときの繰り戻し

の方法なのかなって。それは基金をここで使うってことになれば書いてあるので

すから、診療所の運営１から１００まであるとしたら、全てにおいて可能だって

いうことは説明を受けましたけども、何故５条でそれとは別に定めているのかな

って言うのはよく分からないですが。 

○議長（酒井圭治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（高嶋 晃君） これにつきましては、流用ではございません。 

   第１条に関しまして、管理運営に関するところに使いますが、一時的に通帳の

中に現金がなくなったときに基金に現金があるのでそれを使うことができると。

それについては利息がかかりますよということです。 

   また基金に返さなければいけないのですけれども、返すときは利息を添えてく

ださいということでございます。 

○議長（酒井圭治君） １１番、上田君。 

○１１番（上田 誠君） 第１条のところで、施設等の整備ってあるのですね。施設
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の整備は、例えばいろんな機材とかも含みますが、建物も含むのですか。例えば

改修であるとか、増築であるとかそういうものも全部入っているよという発想で

いいか。 

   例えば、建物は町の施設としてやっていますが、町の一般繰り出しとかもやら

ずに、こういう中から管理運営をするっていう発想でいいわけですか。確認です。 

○議長（酒井圭治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（高嶋 晃君） おっしゃるとおり、施設の整備については、建物の

大規模改修とか医療機器、パソコン等の備品等の整備に活用したいと考えており

ます。 

○議長（酒井圭治君） ほか、ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第７１号、永平寺町立在宅訪問診療所基金条例の制定について、第２審議

に付したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第７１号の第１審議を終わります。 

～日程第１０ 議案第７２号 永平寺町永平寺農家高齢者創作館を廃止する条例の制

定について～ 

○議長（酒井圭治君） 次に、日程第１０、議案第７２号、永平寺町農家高齢者創作

館を廃止する条例の制定について、を議題とします。 

   これより第１審議を行います。 

   補足説明を求めます。 

   農林課長。 

○農林課長（島田通正君） それでは、議案第７２号、永平寺町永平寺農家高齢者創

作館条例を廃止する条例の制定についての補足説明をいたします。 

   永平寺町永平寺農家高齢者創作館は、耐震基準を満たしていないため、利用者

の安全が確保されておらず、また施設の老朽化もあり施設の解体撤去を行うこと

から条例の廃止をお願いするものでございます。 



 

－２３７－ 

   なお、施行期日につきましては、令和６年１０月１日といたします。 

   以上、補足説明といたしますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（酒井圭治君） これより質疑を許可します。 

   質疑ありませんか。 

   ないようですので、これで質疑を終わります。 

   議案第７２号、永平寺町農家高齢者創作館を廃止する条例の制定について、第

２審議に付したい案件がありますか。 

   お諮りします。 

   本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

   これで、議案第７２号の第１審議を終わります。 

   暫時休憩します。 

（午前１１時４７分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時４７分 再開） 

○議長（酒井圭治君） 休憩前に引き続き再開します。 

   これをもちまして本日の日程は全て議了しました。 

   本日はこれをもちまして散会したいと思います。 

   これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、本日はこれをもって散会することに決定いたしました。 

   本日はこれをもって散会します。 

   なお、明日９月１３日から９月１８日までを休会といたしたいと思います。 

   ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒井圭治君） 異議なしと認めます。 

   よって、明日９月１３日から９月１８日までを休会とします。 

   ９月１９日は、午前１０時より本会議を開催いたしますので、ご参集のほどよ



 

－２３８－ 

ろしくお願いいたします。 

   なお、９月１７日は、午前９時より総務産業建設常任委員会、午後１時より教

育民生常任委員会を開催いたしますので、ご参集のほどよろしくお願いいたしま

す。 

   本日は、どうもご苦労さまでした。 

（午前１１時４８分 散会） 


